
平成２１年度 交通政策課組織目標の評価

番 目標値 目 標 設 定 の 概 要 達
組織目標 成 ２１年度取組の評価 次年度における対応

号 （平成２１年度） （目標設定の理由または必要性、内容等） 度

① ・草津線複線化に向 草津線利用増進 ○草津線の複線化を果たすためには、利用 Ａ 草津線の利用者を増加させるため、 ・観光部局と連携し、引き
けた取組の推進 策の推進 者の増加を図り、輸送密度を高めていく 次の事業を実施しました。 続き観光誘客事業を展開し

必要があります。 ○利用客目標達成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの展開 ます。
利用客目標達成ﾌﾟ ○草津線沿線地域は、宅地開発等による人 ○観光キャンペーンの実施(秋･春)

１＝ JR 要望 ﾛｸﾞﾗﾑのｿﾌﾄ施策 口の伸びが著しいが、一方、草津線の利 ○レンタサイクルの整備 ・地元駅利用促進策として、
２＝勉強会 37施策の実施 用者数は横ばい若しくは漸増傾向にとど 石部駅、油日駅、甲賀駅 引き続き、地元駅定期購入ｷ
３＝前提条件整理 まっています。 ○定期券購入キャンペーンの実施 ｬﾝﾍﾟｰﾝを展開するとともに、
４＝正式協議(ＪＲから輸送改善 草津線のﾚﾝﾀｻｲｸﾙ ○草津線沿線人口に占める草津線の利用率 ○駅前街頭啓発の実施(9/18,1/29) 草津線複線化ｻﾎﾟﾀｰとの連携
計画提示) 整備駅数 は７％と県全体の２０％と比べて著しく ○草津線複線化ｻﾎﾟｰﾀｰとの連携事業 事業を強化します。

５＝基本合意 既設３駅→６駅 低い状況であります。 ○量販店での啓発(1/25～ 1/29)
６＝工事協定 ○鉄道利用者を増加させるとともに、ＪＲ ○鉄道利用者数調査の実施 ・鉄道の環境面での優位性

SL やﾘﾊﾞｲﾊﾞﾙﾄﾚｲﾝ に対して地元の熱意を伝え、ＪＲから複 ○１２０周年記念事業(パネル展、 をＰＲし、自動車利用者の
等の記念列車の運 線化に対する優位な判断を引き出すため 資料展等) 鉄道利用への転換を誘導す
行 に、目標達成プログラムに基づく各市町 ○記念列車の運行(2/20) る取り組みを進めます。

の積極的な利用促進策の実施や観光キャ ○記念フォーラムの開催(3/13)
ンペーンを新たに展開します。

草津線輸送力増強 ○時間帯によっては混雑率１７０％となっ Ａ ○甲西駅行き違い用地の確保（現在、・ＪＲとの勉強会を継続す
の実現 ている電車があり、改善が必要な状況と 土地改良事業の変更手続き中。） るとともに、ＪＲから、早

なっていますが、単線のためピーク時に 期に、草津線複線化の輸送
ステージ３ 増発できる余力がなくなってきています ○８月２７日にＪＲと第３回勉強会 改善計画が提示されるよう、

○需要の動向に合わせた輸送力改善のため を開催しました。 協議・調整を行います。
の「段階的整備」の第１段階として、１
時間当たりの線路容量を６本から８本に ○昨年実施した、鉄道需要の顕在化 ・費用負担検討委員会にお
増強できる甲西駅行き違い設備の整備を の分析、住民や企業に対するアン いて、施設整備費の負担に
目指します。 ケート調査を元に、具体的な輸送 ついて、調査・研究を行う

ｻｰﾋﾞｽ改善や需要予測等の本格調 とともに、本格調査の結果
査を実施しました。 等も踏まえて議論を行い、

負担割合を決めていきます。

・草津線複線化事業の基金
創設について、検討を行い
ます。



番 目標値 目 標 設 定 の 概 要 達
組織目標 成 ２１年度取組の評価 次年度における対応

号 （平成２１年度） （目標設定の理由または必要性、内容等） 度

① ・琵琶湖環状線の利 新たに琵琶湖一周 直流化実施によりできあがった鉄道イン Ｂ ○平成 21 年 6 月には「緊急アクシ ・「利用客目標達成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」
用促進 に参加する団体 フラを更に利便性の高いものとするため、 ョンプラン」を策定し、従来の利 や「緊急アクションプラン」

(20人以上)数 継続的・重層的な利用促進策による利用者 用促進策の加えて、ウォーキング により、継続的に利用促進
１０団体 増をテコに、まちづくりの展開、ダイヤの 等の新たな利用促進策に取り組 事業を展開していきます。

増便等、正のスパイラルへの構築を図りま み、平成 22 年 3 月ダイヤ改正で
す。 は、他線区で減便される中、北陸 ・鉄道の環境面での優位性
そのため、観光キャンペーン、地元駅利 本線は現状のダイヤを維持できま をＰＲし、自動車利用者の

用促進策、全県的な琵琶湖環状線の利用促 した。 鉄道利用への転換を誘導す
進策を展開し、東海道本線を含めた直流化 ○琵琶湖一周の仕組み作り る取り組みを進めます。
関係市町に位置する全駅（東海道本線柏原 ・滋賀県ｳｵｰｷﾝｸﾞ協会と連携して、
駅～湖西線近江高島駅間）の鉄道利用者の 琵琶湖一周のイベントを企画、実 ・琵琶湖一周ウォーキング
増加を図ります。（利用客目標達成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 施し、毎回 600名以上の参加があ については、20 人以上の団
の実施） りました。 体参加は殆ど無く、個人や
さらに、本年７月開始予定の「琵琶湖一 ・観光部局と連携して、琵琶湖一周 小グループでの参加が多か

周認定制度」を契機に、新装となったＪＲ 認定制度を創設しました。 ったことから、今後は、個
米原駅を起点としたウオーキングを誘発 ・琵琶湖一周のきっかけとなるよ 人や小グループを対象に、
し、継続的・全県的な鉄道利用者を開拓し う、平成 21 年 9 月に「初めの一 琵琶湖一周の動機付けとな
ます。 歩ｳｵｰｷﾝｸﾞ」を実施し 143 名の参 る「初めの一歩ｳｵｰｷﾝｸﾞ」を

加がありました。 地元の協議会で実施します。
○団体参加の募集
・9/16 から「ﾋﾞﾜｲﾁ観光ｳｵｰｷﾝｸﾞ認
定制度」がスタートしたことから、
この制度を活用して琵琶湖一周を
する団体を募集しました。

小学生体験学習ﾌﾟ 参加者数推移 Ａ ○全県的な琵琶湖環状線の利用促進 学校に対してｱﾝｹｰﾄ調査の
ﾛｸﾞﾗﾑ支援事業 H19：50校 4,099人 策の実施 意見や参考となる過去の実
参加者数 5,000名 H20：59校 4,477人 小学生体験学習プログラム支援事 施ﾌﾟﾗﾝの事例、体験型の新

H21：64校 5,153人 業の展開(参加数 64校 5,153人) たなモデルコースを提案す
( 小 学 4 年 生 約 ・学校関係者が集まる会議、研修会 るとともに、実施可能な小
12,000 人(湖北・湖 での事業概要説明の実施のほか、教 学校に対しては、直接学校
西を除く)の 45%の 育委員会の「教育しが」(電子版)へ に出向き、参加を依頼して
参加を目標) の事業概要の掲載や学校向けにﾓﾃﾞﾙ いきます。

ｺｰｽ等の情報提供を行いました。
・参加児童に対して、琵琶湖一周の
認定書の交付を始めました。



番 目標値 目 標 設 定 の 概 要 達
組織目標 成 ２１年度取組の評価 次年度における対応

号 （平成２１年度） （目標設定の理由または必要性、内容等） 度

① ・環境に配慮したク 環境に配慮したク 自動車の普及により生活の利便性は飛 B ①企業と協働したﾏｲｶｰ通勤の削減 平成 21年度に設立した
ルマ利用モデル事業 ルマ利用モデルの 躍的に向上したが、反面、バス等の公共 自動車から公共交通機関への通勤方法 協議会にて、引き続き実
（マイカー依存から 他地域への展開 交通機関の利用者減少、排気ガスによる の転換策を実施するため、関係自治体・ 現可能な施策の検討を行
公共交通機関利用へ） 環境への悪影響や地球温暖化、交通渋滞 交通事業者・企業等で構成される協議会 うとともに、意識啓発の

ステージ２ 等様々な問題が発生していることから、 を設立しました。 取り組みを進めていく。
マイカー通勤の削減策を検討するととも ○御園線(八日市～永源寺)における環境に配慮し モデル事業の他地域へ

1=協議会の設立、実施可能な施 に、エネルギー効率に優れ、環境にもや たｸﾙﾏ利用ﾓﾃﾞﾙ協議会 の展開を図るため、出前
策の検討 さしい大量輸送機関としてのバスの活性 （構成団体：ﾊﾟﾅｿ ﾆｯｸ、村田製作所、 講座や研修会を実施し、

2=環境に配慮したクルマ利用モ 化を図る必要があります。 凸版印刷、近江鉄道、東近江市、県） 市町や企業の取り組み支
デルの確立 これまで、マイカー通勤の削減策につ ・従業員に対し、通勤に関する実態調 援を行う。

3=環境に配慮したクルマ利用モ いては企業独自での、バスの活性化策に 査、行動提案を実施しました。
デルの他地域への展開 ついては交通事業者または関係自治体独 ○江若交通浜大津線における環境に配慮

自での取り組みがほとんどで、施策の展 したｸﾙﾏ利用ﾓﾃﾞﾙ協議会
開にも限界が生じているため、関係自治 （構成団体：カネカ、江若交通、県）
体、交通事業者、企業、または住民によ ・昨年度協議会を立ち上げ実施した調
る協議の場を設け、「環境に配慮したクル 査の結果を受けて、実施可能な施策を
マ利用モデル」を確立し、他地域への展 検討、実施しました。
開を図ります。 ・バスダイヤの見直し

・エコ通勤手当の創設（H20年度）
・社内ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄを利用した啓発活動

②住民と協働したバス運行の活性化
バス利用が減少し、路線廃止の危機に

あるバスの運行継続や活性化策を実施す
るため、関係自治体･交通事業者･地域住
民等で構成される協議会を設立しました。
○東近江市愛東地域の環境に配慮したク
ルマ利用ﾓﾃﾞﾙ事業協議会
（構成団体：愛東地域まちづくり協議
会、湖国バス、東近江市、県）
・沿線住民に対し、バス利用に関する
実態調査、意向調査を実施するととも
に、フォーラムを開催し、住民意識の
醸成や実現可能な施策の検討を行いま
した。



番 目標値 目 標 設 定 の 概 要 達
組織目標 成 ２１年度取組の評価 次年度における対応

号 （平成２１年度） （目標設定の理由または必要性、内容等） 度

② ・鉄道駅のバリアフ ９４．９％ 誰もが安全で快適な生活環境を実現する Ｂ ・甲賀市とＪＲとの費用負担に関す ①平成 21年度繰越事業
リー化 (寺庄駅のバリア ため、鉄道を利用した移動の利便性および る協議が長引き、工事着手が遅れた 寺庄駅

（鉄道駅におけるｴﾚﾍﾞ フリー化） 安全性の向上を促進する鉄道駅のバリアフ ため、年度内の工事完了（バリアフ 平成 22 年 10 月末に完成
ｰﾀｰ、ｴｽｶﾚｰﾀｰの整備 リー化を図ります。 リー化）ができなくなった。 するよう工事の進行管理

割合） バリアフリー新法では、平成 22 年まで および鉄軌道関連施設整

参考：H20末実績 に、１日あたりの平均的な利用者数が 5,000 H21.11.13 工事着手 備費補助金の交付を行う。

整備必要数 人以上ある鉄道駅について、バリアフリー H22.2.20 仮駅舎供用開始

38駅 116箇所 化を実施することが目標として定められて H22.10末 工事完了および ②平成 22年度以降の事業
整備済数 いることから、利用者 5,000人以上（5,000 供用開始予定 膳所駅、篠原駅、稲枝駅

35駅 110箇所 人未満であっても高齢化率換算等により同 ＪＲとの協定締結に向け

110/116 × 100 様の駅を含む）で、5m 以上の高低差のあ ・平成 21年 11月の工事着手以降、 た協議や国庫補助の活用

＝ 94.8％ る駅、または新築・大規模改築を実施する 平成 22年 10月末の工事完了に向け に係る調整、バリアフリ

駅のバリアフリー化を目指します。 て、工事は順調に進捗中である。 ー基本構想等の策定につ

いて、進捗状況の把握を

【算出方法】 ・鉄軌道関連施設整備費補助金につ 行うとともに、情報提供

バリアフリー化に必要なエレベーター、 いては、平成 21年 5月 11日に内示、 や助言等に努める。

エスカレーターの整備必要箇所数に対する 平成 21年 6月 19日に交付決定を行
整備済箇所数の割合。 ったが、翌年度に繰越することとな

(H21) った。

整備必要数：３９駅１１８箇所

整備目標数：３６駅１１２箇所

１１２／１１８×１００＝９４．９％



番 目標値 目 標 設 定 の 概 要 達
組織目標 成 ２１年度取組の評価 次年度における対応

号 平成２１年度 (目標設定の理由または必要性、内容等） 度

② 交通安全教育 交通事故死者 本来、交通事故による死者数はゼロである 滋賀県交通対策協議会(会長：知事､ 平成 22年中の交通事故死
の推進 80人以下の持続 べきであり、真に安全で安心な交通社会を築 Ａ 構成108の推進機関･団体)の主唱によ 者抑止目標を｢交通事故総数
(交通事故死者の抑 (平成 21年中) くため、交通事故による死者数を確実に減少 る、平成21年度交通安全県民総ぐるみ の更なる減少と年間死者数
止) させていく必要があります。 運動を意欲的に展開するなど、積極的 の５年連続の減少を目指す｣

な交通安全活動を推進した。 と設定し、県交対協の推進
平成21年度は、第８次滋賀県交通安全計画 特に、高齢化社会の進展により増加 機関･団体や各市町と連携し
の第４年目です。平成20年に中期目標（平成 している高齢者事故の防止対策とし て、交通安全県民総ぐるみ
22年までに年間死者80人以下）を2年前倒し て、高齢歩行者を対象とした参加･体 運動を積極的に推進する。
で達成しましたが、これを一時的なものとせ 験･実践型の学習｢なるほど･ソーカ教 特に、高齢者の事故防止
ず、計画最終年の着実な目標達成に向けて、 室｣や高齢者世帯訪問活動等、教育･啓 のための教育･広報啓発活動
交通安全関係機関・団体や県民との協働のも 発活動を展開した。 や、シートベルト着用の徹
と、特に高齢者の交通事故防止を中心に、参 その結果、年間の死者数は65人で昭 底、自転車の安全利用促進
加・体験・実践型の交通安全教育をはじめ、 和32年以来、52年振りに70人以下に減 に向けた広報啓発活動を推
各種交通安全対策を積極的に推進し、交通事 少した。 進する。
故死者80人以下の持続を目指します。

具 体 的 事 業 の 推 進 結 果

１ 抑止目標に対する現状
発生件数 8,849件(前年比 －178件)、死者数 65人(前年比 －14人)、負傷者数 11,426人(前年比 －240人)

２ 高齢者の安全行動の徹底〔高齢者の死者33人(前年同期比－1人､構成率50.8%)〕
(1)高齢歩行者体験学習｢なるほど･ソーカ教室｣の実施 ６箇所の自動車教習所で実施 受講者 303人
(2)高齢者世帯訪問活動の実施(参加目標6,000世帯) 6,062世帯を対象に実施
(3)あわない･起こさないシルバー無事故運動の展開 9～10の2ヶ月間実施 参加者 9,322人

３ 運転者に対する交通ルール・マナーの徹底
(1)シートベルト着用率(目標着用率95%以上) 一般道路での(運転席)着用率 95.2%(ﾜｰｽﾄ10位､全国平均96.6%)
(2)前照灯昼間点灯運動(目標点灯率10%以上) 平均点灯率 約5.3%
(3)職域別無事故運動の実施(参加目標20,000台) 9～10の2ヶ月間実施 参加台数 14,847台
(4)近江路交通マナーアップ運動の実施 毎月25日に県下一斉啓発活動実施
(5)各期の交通安全運動の実施 春・夏・秋・年末・新入学(園)児の各期

総合評価
安全、安心な交通社会の実現に向けて、高齢者の安全行動を徹底するための対策や、全ての道路利用者の交通ルール･マナーを向上するための諸対策を推進した

結果、発生件数・死者数・傷者数ともに減少した。死者数は昭和32年以来、52年振りに70人以下の65人となり、４年連続の減少となった。


